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川
西
地
区
太
鼓
台
運
営
協
議
会
並
び
に
各
地
区
太
鼓
台
関
係
者
は
、
か
き
夫
や
観
客
の
安
全
を
最
優
先
に
考
え
て
行
動
す
る
こ
と

を
宣
誓
し
『
楽
し
く
平
和
な
太
鼓
祭
り
』
を
行
う
た
め
、
次
の
事
項
を
取
り
決
め
申
し
合
わ
せ
る
と
と
も
に
、
運
営
協
議
会
は
、

す
べ
て
の
権
限
と
責
任
を
持
っ
て
、
取
り
決
め
協
定
事
項
を
実
行
し
て
い
く
。

【
運
　
営
】

⑴　

太
鼓
台
の
鉢
合
わ
せ
、
人
間
同
士
の
喧
嘩
は
絶
対
に
し
な
い
こ
と
。
も
し
、
死
傷
者
を
出
し
た
り
、
鉢
合
わ
せ
を
し
た
場

合
は
運
営
協
議
会
は
解
体
命
令
を
発
動
し
、
当
該
太
鼓
台
は
、
速
や
か
に
太
鼓
台
を
解
体
し
、
翌
日
以
降
の
運
行
お
よ
び
翌

年
の
運
行
を
行
わ
な
い
。

⑵　

指
揮
者
、
重
係
、
車
係
は
定
め
ら
れ
た
者
以
外
は
そ
れ
を
行
わ
せ
な
い
。
特
に
、
運
行
中
は
、
か
き
棒
の
上
に
は
指
揮
者

以
外
の
者
は
上
が
ら
せ
な
い
こ
と
。（
た
だ
し
、
イ
ベ
ン
ト
等
事
前
に
協
議
会
の
許
可
が
あ
れ
ば
こ
の
限
り
で
は
な
い
）

⑶　

許
可
さ
れ
た
者
以
外
、
当
該
太
鼓
台
の
定
め
ら
れ
た
服
装
を
し
て
い
な
い
者
、
ま
た
、
泥
酔
者
は
、
か
き
夫
と
し
て
、
太

鼓
台
運
行
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
。

⑷　

平
和
運
行
を
行
う
た
め
、
許
可
条
件
、
取
り
決
め
協
定
事
項
、
運
行
コ
ー
ス
等
を
掲
示
し
、
ま
た
、
会
合
等
で
か
き
夫
お

よ
び
地
区
住
民
に
徹
底
さ
せ
る
。

⑸　

指
揮
者 

及
び 

太
鼓
台
運
営
役
員
は
、
太
鼓
台 
ま
た
は
人
間
同
士
の
喧
嘩
（
暴
力
行
為
）
を
回
避
す
る
最
大
限
の
行
動
に

努
め
る
こ
と
。

⑹　

給
水
車 

及
び 

荷
物
車
は
各
太
鼓
台
に
つ
き
２
台
ま
で
と
し
、
給
水
車
及
び
荷
物
車
に
は
、
緊
急
の
場
合
を
除
き
人
は
乗

せ
な
い
こ
と
。

⑺　

か
き
く
ら
べ
会
場
等
に
お
い
て
紙
吹
雪
等
を
撒
く
行
為
を
禁
止
す
る
。

⑻　

か
き
く
ら
べ
会
場
、
休
憩
場
所
等
で
は
終
了
後
、
各
太
鼓
台
で
清
掃
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
　

特
に
一
宮
神
社
周
辺
に
つ
い
て
は
、
一
宮
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
終
了
後
及
び
一
宮
神
社
か
き
く
ら
べ
終
了
後
に
は
、
各
太

令
和
七
年
度
　
太
鼓
祭
り
取
り
決
め
協
定
事
項
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鼓
台
よ
り
５
名
以
上
参
加
し
て
清
掃
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
。

【
構
　
造
】

⑴　

か
き
棒
は
、
長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
以
内
、
台
場
か
ら
前
後
の
長
さ
は
同
じ
と
す
る
。

⑵　

け
ん
か
用
具
（
鎧
・
鉄
パ
イ
プ
等
）
と
み
な
さ
れ
る
物
の
準
備
、
お
よ
び
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
運
営
協
議
会
の
権
限

に
よ
り
没
収
す
る
。
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
は
運
行
の
停
止
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
運
営
協
議
会
の
者
に
暴
力
を
振
る
っ
た

場
合
は
、
そ
の
暴
力
に
対
し
て
警
察
権
の
発
動
を
要
請
す
る
と
と
も
に
処
罰
は
運
営
協
議
会
が
決
定
す
る

⑶　

運
行
中
太
鼓
台
の
飾
り
幕
は
、
幕
の
損
傷
の
お
そ
れ
が
な
い
限
り
取
り
は
ず
し
は
し
な
い
こ
と
。

　
　
（
た
だ
し
、
イ
ベ
ン
ト
等
事
前
に
協
議
会
の
許
可
が
あ
れ
ば
こ
の
限
り
で
は
な
い
）

【
コ
ー
ス
】

⑴　

定
め
ら
れ
た
運
行
コ
ー
ス
を
遵
守
す
る
。
運
行
外
コ
ー
ス
を
運
行
し
た
と
き
は
、
運
営
協
議
会
は
、
協
議
の
上
運
行
停
止

を
命
じ
る
。
ま
た
、
聞
き
入
れ
な
い
場
合
は
、
解
体
命
令
を
出
し
、
な
お
か
つ
聞
き
入
れ
な
い
と
き
は
、
警
察
権
の
発
動
を

要
請
す
る
と
と
も
に
処
罰
は
運
営
協
議
会
が
決
定
す
る
。

⑵　

突
発
的
な
事
態
に
よ
り
、
運
営
協
議
会
が
コ
ー
ス
の
変
更
を
指
示
し
た
と
き
は
、
各
太
鼓
台
は
そ
れ
に
従
う
。

【
除
車
・
着
車
】

⑴　

除
車
・
着
車
は
定
め
ら
れ
た
位
置
に
お
い
て
確
実
に
行
い
、
車
の
受
け
渡
し
は
運
営
協
議
会
の
許
可
の
も
と
に
、
各
太
鼓

台
の
車
係
の
責
任
者
に
渡
す
。

【
喧
嘩
（
暴
力
行
為
）
禁
止
】

⑴　

指
定
さ
れ
た
運
行
コ
ー
ス
を
は
ず
れ
た
り
、
ま
た
広
場
等
で
他
の
太
鼓
台
に
突
込
み
、
鉢
合
わ
せ
（
喧
嘩
）
を
発
生
さ
せ

た
と
き
、
運
営
協
議
会
会
長
の
命
に
よ
り
解
体
命
令
を
出
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
命
に
従
う
。（
無
条
件
で
一
年

間
運
行
停
止
）

⑵　

一
方
的
な
暴
力
行
為
に
よ
り
、
か
き
棒
を
折
る
な
ど
太
鼓
台
を
乗
っ
取
り
飾
り
幕
等
を
故
意
に
損
傷
さ
せ
る
な
ど
極
め
て

悪
質
な
重
大
違
反
行
為
を
し
た
場
合
は
協
議
会
に
て
裁
定
を
行
い
【
運
営
】
⑴
の
事
項
と
同
等
の
処
分
と
す
る
。

⑶　

鉢
合
わ
せ
行
為
に
つ
い
て
は
、
原
則　

喧
嘩
両
成
敗
で
は
な
い
。
運
行
コ
ー
ス
（
入
場
順
序
を
勝
手
に
変
え
る
こ
と
を
含



− 4 −

む
）
を
外
れ
て
仕
掛
け
た
太
鼓
台
に
過
失
あ
り
と
す
る
。
た
だ
し
仕
掛
け
ら
れ
た
太
鼓
台
も
運
行
コ
ー
ス
を
外
れ
、
鉢
合
わ

せ
行
為
を
行
っ
た
場
合
は
、
こ
れ
喧
嘩
両
成
敗
と
し
運
営
協
議
会
が
裁
定
す
る
。

⑷　
【
喧
嘩
（
暴
力
行
為
）
禁
止
】
⑴
～
⑶
に
該
当
す
る
場
合
、
無
条
件
で
一
年
間
の
運
行
停
止
処
分
と
す
る
が
重
大
な
違
反

行
為
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
運
営
協
議
会
の
裁
定
に
よ
り
、
複
数
年
の
運
行
停
止
、
ま
た
は
、
除
名
処
分
を
命
じ
る
。

【
損
　
傷
】

⑴　

太
鼓
台
の
運
行
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
（
対
人
、
対
物
）
は
、
当
該
自
治
会
に
お
い
て
、
誠
意
を
も
っ
て
速
や
か
に
弁
償
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
太
鼓
台
ど
う
し
の
は
ち
合
わ
せ
に
よ
る
損
傷
に
つ
い
て
は
、
運
営
協
議
会
が
責
任
を
持
っ
て
解
決
に
あ

た
る
。

【
保
証
金
】

⑴　

無
事
故
祭
典
の
固
い
決
意
を
示
す
た
め
、保
証
金
三
〇
万
円
を
運
営
協
議
会
に
預
託
す
る
。
た
だ
し
、無
事
故
祭
典
を
行
っ

た
太
鼓
台
に
は
保
証
金
を
返
済
す
る
。

⑵　

取
り
決
め
協
定
事
項
に
違
反
し
た
太
鼓
台
の
保
証
金
は
、
運
営
協
議
会
で
そ
の
判
定
を
決
め
、
決
め
ら
れ
た
金
額
を
運
営

協
議
会
が
没
収
す
る
。

【
誓
約
書
】

⑴　

運
営
協
議
会
へ
誓
約
書
を
提
出
し
、
安
全
で
平
和
な
運
行
を
誓
い
遵
守
遂
行
す
る
。

【
緊
急
時
の
判
断
の
委
任
】

⑴　

取
り
決
め
協
定
事
項
に
対
す
る
違
反
の
判
定
は
、
運
営
協
議
会
が
行
う
。

　
（
た
だ
し
、
祭
典
当
日
三
日
間
は
、
役
員
会
に
そ
の
権
限
を
委
任
す
る
。）

⑵　

各
総
責
任
者
は
、
た
え
ず
行
動
を
共
に
し
、
い
つ
で
も
緊
急
に
役
員
会
が
開
催
で
き
る
体
制
を
と
り
、
緊
急
に
役
員
会
を

開
催
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
に
連
絡
の
取
れ
な
い
総
責
任
者
は
そ
の
決
定
に
従
う
。

以
上
取
り
決
め
協
定
事
項
を
運
営
協
議
会
で
確
認
し
た
。
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太 鼓 台 運 行 の 許 可 条 件

１．太鼓台は、道路の車道部分の左側に寄って進行すること。ただし、警察署
長又は警察官が指示した場合を除く。

２．太鼓台が２台以上連続して運行する場合は、太鼓台相互の距離をおおむね
30メートル以上保つこと。ただし、統一行動場所及び警察署長が指示した場
合を除く。

３．太鼓台運行中は、ジグザグ、急転回、急逆行、停滞、駆け足及び他の太鼓
台を追い越し、追い抜き又は並進等の行為はしないこと。

４．太鼓台のかき棒を左右に揺さぶり、一般の交通の安全と円滑を阻害するよ
うな行為をしないこと。

５．太鼓台の右側に3.5メートル以上の余地がない道路においては、５分間を
超えて停止しないこと。ただし、統一行動場所及び警察署長が指示した場所
を除く。

６．太鼓台の前後などに10名以上の自主交通整理員を配置し、車両及び歩行者
の誘導並びにかき夫の交通事故防止を図ること。

７．太鼓台運行中、２輪の除車及び着車は指定された地点で行うこと。

８．交通安全と円滑を図るため、現場の警察官が太鼓台の運行を停止させるな
どの指示をした場合は、その指示に従うこと。

（注１）　この条件のいずれかに違反し、又は道路にかける危険を生じ、若しくは生じ

させるおそれがある場合は、道路交通法第77条第５項により許可を取消し又 

は許可の効力を停止することがあります。

（注２）　この許可の条件について不服があるときは、行政不服審査法第５条の規定に 

基づき愛媛県公安委員会に対して、この処分の通知を受けた日又は、この通知

を受領した日の翌日から起算して３ヶ月以内に審査請求をすることができます。
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太鼓台運行に従事するすべての者の遵守事項

申請者、現場責任者及び運行委員（役員）の遵守事項

１．太鼓台相互の衝突行為をしないこと。
２．太鼓台運行に従事する者は、太鼓台毎に統一された法被又はユニホームを

着用すること。
３．酒に酔って、太鼓台の運行に従事しないこと。
４．許可されたコース及び時間を厳守して運行すること。
５．運行中は、太鼓台の飾り幕を取り外さないこと。
６．太鼓台には、通常の構造設備以外の棒、金具又は鎧等を取り付けない 

こと。
７．太鼓台のかき棒の長さ及び幅は、運営協議会又は運営委員会の定めた基準

に従うこと。
８．太鼓台の運行に際し、のこぎり、なた、ロープ、ビン、石又は石灰等危険

な物件を積載又は携行しないこと。
９．隠し車を準備しないこと。
10．太鼓台には、指定された者（正指揮者、副指揮者、重係及び太鼓たたき係）

以外の者を乗せて運行しないこと。
11．太鼓台相互の衝突をしかけ又は煽るような行為をしないこと。
12．許可条件を遵守し、運営協議会若しくは運営委員の指示に従うこと。

１．警察署長に届出をした
◇　運行役員及び事故防止責任者名簿
◇　かき夫名簿

に記載された以外の者を太鼓台の運行に従事させないこと。
２．酒に酔っている者を太鼓台の運行に従事させないこと。
３．許可条件及び遵守事項を太鼓台運行従事者全員に周知徹底すること。
４．許可期間中、太鼓台の運行状況を掌握し、事故防止に万全を期すること。
５．許可条件に違反する行為は、直ちに制止すること。
６．警察官若しくは運営協議会又は運営委員会から警告又は指示を受けた事項

は、直ちに太鼓台運行に従事する者に周知徹底すること。
７．許可条件を遵守し、運営協議会又は運営委員会の指示に従うこと。
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　令和７年度　新居浜川西地区太鼓祭り　　　　　　　　太鼓台運行につ 
いて運営協議会の取り決め協定事項を遵守し、それを太鼓台運営役員に周知

徹底させ、安全で平和な運行をすることを誓います。

　なお、これらの事項に違反して太鼓台を運行した場合、直ちに太鼓台の運

行を中止し、翌年以降の運行は自粛すると共にそれにより生じた責任は自治会、

太鼓台運営役員で誠意をもって処理、解決することを誓います。

　併せて、運営協議会の決めたいかような罰則にも従います。

令和７年　　月　　日

川西地区太鼓台運営協議会　殿

　　　　　　　　　　自治会・太鼓台

誓　約　書

※必ず自署にて記入のこと
役 職 名 氏　　名 住　　　　所 電　話

総 責 任 者

副 責 任 者

〃

〃

〃

協議会委員

〃

現場責任者
地 区 運 営
委　員　長
正 指 揮 者

副 指 揮 者

〃

〃
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庄　内 新　田 久保田 新須賀 東　町 大　江 役職名

佐薙　誠一 原　　洋平 青木　文雄 井上　　誠 白石　伸二 檜垣　啓幸 総責任者

塩㟢　裕之

藤田　誠一

塩田　　正

塩崎　正樹

森野　重明

久石　　保

加藤英一郎

越智　勝則

村山　哲也

越野　利彦

川村　和宏

酒井　新二

高橋　秀和

川原　高広

信岡　典昭

小松　　博

石村　裕司

岸　　啓三

篠原　孝尚

副責任者

佐薙　淳二

芋川　雅規

永井悠二郎

塩崎　元治

白石　　誠

鈴木　信也

越野　利彦

渡邊　英考

川原　高広

信岡　典昭

石井伸一郎

秋月　慎也
協議会委員

白石　　章 近藤　　光 藤原　雄二 高田　　吏 井上　　享 片岡　祐貴 現場責任者

大西　史晃 石川　和彦 梅本　　仁 伊東　拓麻 一色　弘光 檜垣　善規 事故防止
責 任 者

○松原　翔弥

山下　公平

加藤　怜史

藤田　竜成

前田　時男

越智　真一

前村　圭紀

永易　真高

○永井　新吾

杉本慎太郎

渡部　主訓

小笠原真也

○前田　聖也

八重樫一平

前田　剛輝

濱田　迪冶

○小野　一馬

永易　裕介

菊川　紘樹

松原　龍也

○小松　謙吾

大林　勁汰

加藤　　怜

千葉　健人

原　　克希

沢崎　拓郎

鈴木　宏樹

藤森誠一郎

鈴木　巧真

○秋月　郁哉

佐藤　哲治

荒木　聖司

伊藤　健太

指揮者

○森　　遊星

西原　康博

藤原　　大

近藤　啓太

○高橋　慶伍

永易　拓実

永易　　司

堤　　大地

永井健太郎

○梅本　捷平

鎌森　太吾

藤田　克磨

鈴木　康介

天川谷真宙

○三好　佑汰

宇野　秀一

松元　　翔

齋藤　慶樹

三崎　大己

○野間　辰徳

信岡　剛将

堤　　優磨

星加　一貴

渡邊　亮介

○白石　泰士

近藤　弘輝

亀井　文太 重　係

○小西　裕也

藤原　慧宝

村上　智彦

○秦　　瑞希

飯尾　　優

伊藤　斗夢

大西　　蒼

山内　謙信

渡部　祐司

○小野　智矢

松木　怜司

大内　匠馬

竹本　龍誠

田坂　勇樹

永居　倭人

石村　　圭

○高橋　涼真

中村　那智

井上　倭登

藤田　有城

○金子　颯汰

加地　蒼天

八木　海斗

青野勇太郎

青野航太郎

○日野　司也

佐藤　昂大

車　係

各
太
鼓
台
役
員
名
簿

○
印
は
正

総責任者＝地区運営協議会長
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西　原 中須賀 西　町 本　町 江　口 金　栄 口　屋

明星　昭夫 大石　定明 加藤　優樹 白川　達也 藤田　秀徳 横山　　準 田中　利季

松木　博道

上田　哲也

中山　弘行

秋月　秀之

小椋　孝弘

砂田　　守

真鍋　知秀

山田　久義

加藤　周重

渡邊　裕二

加藤　基久

合田　芳人

上田　裕幸

永井　憲一

安藤　一志

紙本　正文

村上　　亘

白石　晃一

横山　　賢

村上　隆伸

酒井　俊秀

川井　祐介

松木　博道

上田　哲也

川又　真吾 大西　典昭

髙橋　明人

池西庄二郎

塩出　啓明

藤田　浩孝

佐伯　泰行

桑原　泰河

千葉　博隆

間崎　伸英

曽我部　豊

藤村　昌弘 白石　宗孝 横山　和正 加藤　智宏 佐伯　泰行 井本　新二 間崎　伸英

岡部　幸雄 井上　俊正 加藤　一成 白川　昌幸 光圀　勇樹 濱田　英稔 中山　裕紀

○松木宏史朗

矢野　翔也

石川　　湧

松木　義輝

河村　高重

亀和　流聖

○野島　信雅

三浦　郷平

加地　竜斗

住谷　　絆

○神野　　翼

加藤　颯汰

阿波根大介

塩崎　　涼

○岡部　拓弥

大山　晃司

丸石弦一郎

曽我　群太

西川　仁将

○青野　史弥

上田　一聖

塩崎　隆之

青野　捺希

○片上　博登

瀬尾　祐貴

小林瑠衣斗

横山　聖七

内山　慶人

○高橋　勇人

真鍋　博光

川井桃太郎

廣田　賢憲

宮本　昌幸

井口　英憲

○藤村　貫汰

藤田颯太郎

加地　和輝

明星　和樹

矢野　　大

宇都宮良哉

○石川　友謹 ○山田　　響

石川　庸正

神野　優佑

髙橋　凜瑠

○加藤　大和

舛田　航太

藤原　昇生

白川　智貴

○藤原　悠介

塩崎　　蓮

桑原　歩夢

大澤　貴也

越智　柊介

○古城　鉄也

酒井　達哉

村上　光希

白石　大晟

○荒井　勇人

藤村　卓也

森西　　優

間崎　海渡

松村　将太

尾崎　来我

○若山　大介

白石　悠人

近藤　優心

伊藤　慶太

森本　航大

在間　正兼

○佐野　英吉 ○大澤　秀人

伊藤　優汰

宇都宮壱斗

鈴木　陸人

○合田　楓太

曽我部栞多

曽我部夏向

○安藤　大峨

豊田　悠賀

光國　奏翔

岡田　夏大

○永井　秀雄

野村　禎人

藤田　渉夢

○小丸　孔明

宮本　建史

馬木　祥臣

白石　正志
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太

鼓

台

運

行

コ

ー

ス

一
六
日
㈭
は
従
来
通
り
と
し
、
他
部
落
入
り
す
る
場
合
は
、
責
任
者
の
許
可
を
必
要
と
す
る
。

十
七
時
〜
二
一
時
　
各
地
区
内
　
夜
太
鼓
運
行

17日㈮　午前　運行コース 1 7日

①
大
　
江
②
東
　
町
③
新
須
賀
④
久
保
田
⑤
新
　
田
⑥
庄
　
内
⑦
口
　
屋
⑧
金
　
栄
⑨
江
　
口
⑩
本
　
町
⑪
西
　
町
⑫
中
須
賀
⑬
西
　
原

八
・
一
〇

①
②
③
の
順
で
マ
ル
ニ
店
前
を
出
発

④
⑤
⑥
の
順
で
珊
瑚
礁
ビ
ル
前

で
待
機

二
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
敷
島
通
り
を
東
進

花
園
へ
集
合

三
〇

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
花
園
を
出
発

昭
和
通
り
を
東
進

四
〇

球
場
通
り
を
南
進
・
新
須
賀
自
治
会
館
前
に
て
新
須
賀
入
り

マ
ル
ニ
交
差
点
を
右
折
・
敷
島
通
り
を
左
折
東
進

九
・
〇
〇

球
場
通
り
を
南
進
・
新
須
賀
自
治
会
館
前
に
て
新
須
賀
入
り

二
〇

球
場
通
り
を
更
に
南
進
・
庄
内
入
り

十
・
〇
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
金
栄
大
橋
に
む
け
て
西
進
・
白
石
建
設

倉
庫
を
左
折
南
進
・
鴻
上
石
油
右
折
西
進
し
金
栄
入
り

球
場
通
り
を
更
に
南
進
・
庄
内
入
り

一
〇

金
栄
大
橋
手
前
を
右
折
北
進
し
久
保
田
入
り

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
金
栄
大
橋
に
む
け
て
西
進
・
白
石
建
設
倉
庫
を

左
折
南
進
・
鴻
上
石
油
右
折
西
進
し
金
栄
入
り

二
〇

金
栄
大
橋
手
前
を
右
折
北
進
し
久
保
田
入
り

三
〇
《
₁
グ
ル
ー
プ
①
②
③
④
⑤
》《
₂
グ
ル
ー
プ
⑥
⑦
⑧
⑨
》《
₃
グ
ル
ー
プ
⑩
⑪
⑫
⑬
》
の
順
で
一
宮
神
社
秋
季
例
祭
『
一
宮
の
杜
』
宮
出
し
神
事
を
行
う

十
一
・
三
〇

一
宮
神
社
東
門
よ
り
一
宮
神
社
を
出
る

①
②
③
は
東
門
を
直
進
文
セ
ン
前
を
通
り
帰
落

④
⑥
は
平
和
通
り
を
東
進
帰
落　

⑤
は
平
和
通
り
を
西
進
帰
落

十
二
・
三
〇

一
宮
神
社
大
鳥
居
よ
り
一
宮
神
社
を
出
る

⑧
は
一
宮
交
差
点
を
左
折
帰
落　

⑨
は
平
和
通
り
を
西
進
帰
落

⑦
⑩
⑪
⑫
⑬
一
宮
神
社
西
側
を
北
進
帰
落

十
三
・
〇
〇

帰

落

完

了
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①
大
　
江
②
東
　
町
③
新
須
賀
④
久
保
田
⑤
新
　
田
⑥
庄
　
内
⑦
口
　
屋
⑧
金
　
栄
⑨
江
　
口
⑩
本
　
町
⑪
西
　
町
⑫
中
須
賀
⑬
西
　
原

十
三
・
三
〇

昭
和
通
り
マ
ル
ナ
カ
若
水
店
前

昭
和
通
り

西
原
交
差

点
西
側

昭
和
通
り

マ
ル
ナ
カ

若
水
店
前

昭
和
通
り
西
原
交
差
点
に
集
合
⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
の
順
で
江
口
入
り
に
向
か
う

四
〇

⑥
⑤
④
③
②
①
の
順
で
江
口
入
り
へ
向
か
う

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
の
順
で
江
口
入
り

十
四
・
二
〇

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①
の
順
で
江
口
入
り
完
了

三
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
リ
ー
ガ
前
を
経
て
新
田
入
り
に
向
か
う

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
リ
ー
ガ
前
を
経
て
新
田
入
り
に
向
か
う

十
五
・
〇
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
前
田
交
番
前
交
差
点
を
右
折
し
若
宮
公
民
館

前
に
て
新
田
入
り
、
新
田
自
治
会
館
前
を
通
り
西
原
入
り
へ
向
か
う

三
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
、
王
子
橋
を
右
折
し
、
ロ
ー
ソ
ン
新
居
浜

新
田
町
店
を
左
折
、
西
原
入
り
へ
向
か
う

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
前
田
交
番
前
交
差
点
を
右
折
し
若
宮
公
民
館
前

に
て
新
田
入
り
、
新
田
自
治
会
館
前
を
通
り
西
原
入
り
へ
向
か
う

十
六
・
〇
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
西
原
入
り

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
、
王
子
橋
を
右
折
し
、
ロ
ー
ソ
ン
新
居
浜

新
田
町
店
左
折
、
西
原
入
り
へ
向
か
う

三
〇

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
西
原
入
り

十
七
・
〇
〇

①
②
③
は
昭
和
通
り
を
東
進
帰
落
昭
和
通
り

を
東
進

住
友
銀
行

右
折
帰
落

昭
和
通
り

を
東
進

住
友
銀
行

右
折
帰
落

昭
和
通
り

を
東
進

住
友
銀
行

右
折
帰
落

三
〇

昭
和
通
り

を
東
進

帰
落

昭
和
通
り

を
東
進

住
友
銀
行

右
折
帰
落

昭
和
通
り

を
東
進

住
友
銀
行

右
折
帰
落

⑩
⑪
⑫
⑬
は
昭
和
通
り
を
東
進
帰
落

十
八
・
〇
〇

帰

落

完

了

17日㈮　午後　運行コース 1 7日
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①
大
　
江
②
東
　
町
③
新
須
賀
④
久
保
田
⑤
新
　
田
⑥
庄
　
内
⑦
口
　
屋
⑧
金
　
栄
⑨
江
　
口
⑩
本
　
町
⑪
西
　
町
⑫
中
須
賀
⑬
西
　
原

八
・
〇
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
の
順
で
マ
ル
ナ
カ
前
に
集
合

神
輿
を
先
頭
に
大
江
浜
に
向
う

三
〇

大
江
浜
ふ
れ
あ
い
広
場
前
（
除
車
）

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
マ
ル
ナ
カ
前
集
合
大
江
浜
に
向
う

四
〇

大
江
浜
入
り
・
か
き
く
ら
べ

九
・
一
〇

大
江
浜
ふ
れ
あ
い
広
場
前
（
除
車
）

二
〇

大
江
浜
入
り
・
か
き
く
ら
べ　

全
台
大
江
浜
入
り
完
了

五
〇

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
の
順
で
大
江
浜
を
出
て
出
発　

海
岸
通
り
を
西
進
す
る

十
〇
・
一
〇

⑥
⑤
④
③
②
①
の
順
で
大
江
浜
を
出
て
出
発　

海
岸
通
り
を
西
進
す
る

大
江
橋
を
左
折
南
進　

昭
和
通
り
を
右
折
西
進
し
花
園
通
り
へ
向
か
う

三
〇

大
江
橋
を
左
折
南
進　

昭
和
通
り
を
右
折
西
進
し
花
園
通
り
へ
向

か
う

花
園
通
り
・
か
き
く
ら
べ　

か
き
く
ら
べ
終
了
後
中
須
賀
公
園
前
で
待
機

十
一
・
〇
〇

花
園
通
り
・
か
き
く
ら
べ

三
〇

か
き
く
ら
べ
終
了
後
①
②
③
は
昭
和
通
り
を
東
進
し
帰
落

⑥
④
は
三
井
住
友
銀
行
東
側
を
南
進
し
帰
落

⑤
は
昭
和
通
り
を
西
進
し
帰
落

⑧
⑨
は
一
宮
ビ
ル
前
を
南
進
帰
落

⑦
⑩
⑪
は
昭
和
通
り
を
東
進
帰
落

⑫
は
海
岸
通
り
を
東
進
帰
落　

⑬
は
海
岸
通
り
を
西
進
帰
落

十
二
・
〇
〇

帰

落

完

了

18日㈯　午前　運行コース 1 8日
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①
大
　
江
②
東
　
町
③
新
須
賀
④
久
保
田
⑤
新
　
田
⑥
庄
　
内
⑦
口
　
屋
⑧
金
　
栄
⑨
江
　
口
⑩
本
　
町
⑪
西
　
町
⑫
中
須
賀
⑬
西
　
原

十
三
・
三
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
登
道
サ
ン
ロ
ー
ド
を
南
進
・
一
宮
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ
向
か
う

十
四
・
三
〇

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
一
宮
神
社
秋
季
例
祭
『
一
宮
の
杜
』

十
五
・
三
〇

①
②
③
④
⑤
の
順
で
大
鳥
居
よ
り

一
宮
神
社
宮
入
り
神
事
を
行
う

十
六
・
〇
〇

⑥
⑦
⑧
の
順
で
大
鳥
居
よ
り

一
宮
神
社
宮
入
り
神
事
を
行
う

三
〇

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
の
順
で
大
鳥
居
よ
り

一
宮
神
社
宮
入
り
神
事
を
行
う

十
七
・
三
〇

【
全
太
鼓
台
宮
入
り
完
了
】　
　
　
　

⑥
⑦
⑧
の
順
で
一
宮
神
社
を
出
て
大
鳥
居
前
で
着
車

十
八
・
〇
〇

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
の
順
で
一
宮
神
社
を
出
て

大
鳥
居
前
で
着
車

三
〇

⑤
④
③
②
①
の
順
で
一
宮
神
社
を
出
て

大
鳥
居
前
で
着
車

平
和
通
り

を
東
進

帰
落

平
和
通
り

を
西
進

北
中
西
側

経
由
で

帰
落

一
宮
交
差

点
を
左
折

帰
落

平
和
通
り

西
進
帰
落

⑬
⑫
⑪
⑩
の
順
で
平
和
通
り
を
西
進
北
中

西
側
経
由
で
帰
落

十
九
・
〇
〇

①
②
③
は
平
和
通
り
を
東
進

文
化
セ
ン
タ
ー
前
を
経
て
帰
落

一
宮
交
差

点
を
左
折

帰
落

平
和
通
り

を
西
進

帰
落

三
〇

全

太

鼓

台

運

行

完

了

18日㈯　午後　運行コース 1 8日
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17日
午
前

平
和
通
り

敷
島
通
り

昭
和
通
り

高
知
銀
行

新
居
浜
支
店

新
居
浜
市

武
徳
殿

ファミリー
マ
ート

新
居
浜

市
役
所

白
石
建
設
工
業
㈱ 新
居
浜
市

市
民
文
化

セ
ン
タ
ー

新
居
浜
工
業

高
等
専
門
学
校

一
宮
神
社

新
居
浜

警
察
署

コ
メ
ダ
珈
琲
店

新
居
浜
店

新
居
浜
インド

ア
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

伊
予
銀
行
　

新
居
浜
支
店

楠中央通り

球場通り

りら
く
る

宮
西
店

①
②
③
④
⑤
⑥

東
門
か
ら
文
セ
ン
南
側

を
通
り
帰
落

8：
20

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
前

①
を
先
頭
に
東
進

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

大
鳥
居
か
ら
市
役
所
通
り
へ

帰
落

9：
20

庄
内
入
り10：
00

金
栄
入
り

10：
10

久
保
田
入
り

8：
40

新
須
賀
入
り

10：
30～

12：
00

一
宮
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬

⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

①　 大　江

②　 東　町

③　 新須賀

④　 久保田

⑤　 新　田

⑥　 庄　内

⑦　 口　屋

⑧　 金　栄

⑨　 江　口

⑩　 本　町

⑪　 西　町

⑫　 中須賀

⑬　 西　原

13

ホ
テ
ル
N
o.1

新
居
浜

マ
ル
ナ
カ

若
水
店
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平
和
通
り

敷
島
通
り

昭
和
通
り

高
知
銀
行

新
居
浜
支
店

新
居
浜
市
武
徳
殿

今
治
屋

か
ま
ぼ
こ
店

青
野
海
運
㈱

リー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル

ホ
テ
ル
新
居
浜

新
居
浜
市
役
所

一
宮
神
社

新
居
浜
市

市
民
文
化

セ
ン
タ
ー

伊
予
銀
行
　新
居
浜
支
店

楠中央通り

図書館通り
イ
オ
ン
モ
ー
ル

新
居
浜

四
国
労
働
金
庫

新
居
浜
支
店

ド
ラッグ

ストア
コ
ス
モ
ス
 江
口
店

住
友
別
子
病
院

マ
ル
ナ
カ

若
水
店

リ
ビ
ン
グ
シ
ョ
ッ
プ

内
田森
実
商
事
㈱

十
全
総
合
病
院新
居
浜
商
工
会
議
所

コ
ー
プ
え
ひ
め

金
子
店

り
ら
く
る
宮
西
店

16：
00

西
原
入
り

15：
00

新
田
入
り

14：
00

江
口
入
り

13：
30

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦

⑥
⑤
④
③
②
①
の
順

昭
和
通
り
出
発

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬

13

①　 大　江

②　 東　町

③　 新須賀

④　 久保田

⑤　 新　田

⑥　 庄　内

⑦　 口　屋

⑧　 金　栄

⑨　 江　口

⑩　 本　町

⑪　 西　町

⑫　 中須賀

⑬　 西　原

17日
午
後
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敷
島
通
り

昭
和
通
り

海
岸
通
り

楠中央通り

海岸通り

今
治
屋

か
ま
ぼ
こ
店

三
井
住
友
銀
行

新
居
浜
支
店

大
和
証
券

新
居
浜
支
店

10：
30

中
須
賀
入
り

8：
30

大
江
入
り

8：
20

東
町
入
り

か
き
く
ら
べ
終
了
後

各
地
区
へ
帰
落

10：
30～

11：
30

花
園
通
り
か
き
く
ら
べ

8：
30～

10：
00

大
江
浜
か
き
く
ら
べ

⑥
⑤
④
③
②
①

⑬ ⑫ ⑪
⑩ ⑨ ⑧
⑦

神
輿
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

8：
00

神
輿
を
先
頭
に

全
台
昭
和
通
り
に
集
合

大
江
浜
へ
向
か
う

住
友
化
学
㈱
大
江
工
場

大
江
浜
ふ
れ
あ
い
広
場

み
な
と

保
育
園

ア
グ
ザ
ス

新
居
浜

136

①　 大　江

②　 東　町

③　 新須賀

④　 久保田

⑤　 新　田

⑥　 庄　内

⑦　 口　屋

⑧　 金　栄

⑨　 江　口

⑩　 本　町

⑪　 西　町

⑫　 中須賀

⑬　 西　原

本
町
入
り

口
屋
入
り

18日
午
前
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18日
午
後

平
和
通
り

敷
島
通
り

高
知
銀
行

新
居
浜
支
店

新
居
浜
市
武
徳
殿

一
宮
神
社

新
居
浜
市

市
民
文
化

セ
ン
タ
ー

ホ
テ
ル
N
o.1

新
居
浜

新
居
浜
郵
便
局

auシ
ョ
ッ
プ

新
居
浜
宮
西

新
居
浜
商
工
会
議
所

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

新
居
浜
宮
西
店

m
ac 川

西
店

楠中央通り

登り道

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

お
登
り
食
堂

森
実
商
事
㈱

十
全
総
合
病
院

コ
ー
プ
え
ひ
め

金
子
店

り
ら
く
る
宮
西
店

昭
和
通
り

15：
00～

18：
00

一
宮
神
社
か
き
く
ら
べ

①
②
③
④
⑤
⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

の
順
で
宮
入
り

14：
30～

16：
00

一
宮
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

13：
30

全
台
昭
和
通
り
に
集
合

一
宮
神
社
へ
向
か
う

一
宮
神
社

か
き
く
ら
べ
終
了
後

各
地
区
へ
帰
落

13

136

マ
ル
ナ
カ

若
水
店

西
町
入
り

⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①

①　 大　江

②　 東　町

③　 新須賀

④　 久保田

⑤　 新　田

⑥　 庄　内

⑦　 口　屋

⑧　 金　栄

⑨　 江　口

⑩　 本　町

⑪　 西　町

⑫　 中須賀

⑬　 西　原
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着車地点

東須賀自治会館

東町自治会館

二輪保管場所

海岸通り

大江入り

東町入り

除車地点

大江浜かきくらべ会場

大江ふれあい公園

※給水車は大江浜に
　乗り入れしないこと

恵比寿
神社

①～⑥の順で大江浜かきくらべを行う

続いて⑦～⑬の順で大江浜かきくらべを行う

⑥

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑤④③②①

⑥
⑤④③②①

⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬

着車地点

東須賀自治会館

東町自治会館

二輪保管場所

海岸通り

大江入り

東町入り

除車地点

大江ふれあい公園

※給水車は大江浜に
　乗り入れしないこと

恵比寿
神社

①

　大

　江

②

　東

　町

③

　新須
賀

④

　久保
田

⑤

　新

　田

⑥

　庄

　内

⑦

　口

　屋

⑧

　金

　栄

⑨

　江

　口

⑩

　本

　町

⑪

　西

　町

⑫

　中須
賀

⑬

　西

　原
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着車地点

東須賀自治会館

東町自治会館

二輪保管場所

大江入り

東町入り

除車地点

大江ふれあい公園

※給水車は大江浜に
　乗り入れしないこと

恵比寿
神社

⑬～⑦の順で大江浜を出て花園通りへ向かう

⑥～①の順で大江浜を出て花園通りへ向かう

全台大江浜かきくらべ完了

着車地点

東須賀自治会館

東町自治会館

二輪保管場所

海岸通り

大江入り

東町入り

除車地点

大江ふれあい公園

※給水車は大江浜に
　乗り入れしないこと

恵比寿
神社

⑥⑤④③②①

海岸通り
⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦

⑥
⑤④③②①
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花園通りかきくらべ会場
①

　大

　江

②

　東

　町

③

　新須
賀

④

　久保
田

⑤

　新

　田

⑥

　庄

　内

⑦

　口

　屋

⑧

　金

　栄

⑨

　江

　口

⑩

　本

　町

⑪

　西

　町

⑫

　中須
賀

⑬

　西

　原

⑬～⑦の順で中須賀入り・花園通りかきくらべを行う

かきくらべ終了後、⑬～⑦の順で海岸通りを西進し待機する

海岸通り

海岸通り

中須賀公園

中須賀自治会館

中須賀公園

中須賀自治会館

昭和通り

⑬
⑫
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦

花
園
通
り

⑥⑤④③②①

⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦待機

中須賀入り

昭和通り

花
園
通
り

⑥⑤④③②①

中須賀入り
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⑥～①の順で中須賀入り・花園通りかきくらべを行う

全台かきくらべ終了後、順次帰落ルートを通り帰落する

海岸通り

中須賀公園

中須賀自治会館

中須賀公園

中須賀自治会館

昭和通り

⑥
⑤
④
③
②
①

⑥
④

花
園
通
り

海岸通り⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦待機

中須賀入り

昭和通り

花
園
通
り

③②①

中須賀入り

⑬⑨⑧

⑪⑩⑦⑤

全台花園通りかきくらべ完了
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郵便局

一宮神社 南参道

ながやす
クリニック

二輪
保管場所

JA
金子

文セン

一宮神社かきくらべ会場

神輿を先頭に一宮の杜ミュージアムかきくらべを行う

⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥ ⑤④③②①

神輿

一宮の杜ミュージアム
1グループ：①②③④⑤
2グループ：⑥⑦⑧⑨　
3グループ：⑩⑪⑫⑬　

一宮の杜ミュージアム後、順次①～⑬の順で宮入を行う

郵便局

一宮神社 南参道

ながやす
クリニック

二輪
保管場所

JA
金子

文セン

⑬⑫⑪⑩

①②③④⑤

⑨⑧⑦⑥

①

　大

　江

②

　東

　町

③

　新須
賀

④

　久保
田

⑤

　新

　田

⑥

　庄

　内

⑦

　口

　屋

⑧

　金

　栄

⑨

　江

　口

⑩

　本

　町

⑪

　西

　町

⑫

　中須
賀

⑬

　西

　原

二輪
保管場所

二輪
保管場所
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社務所

楼
門

本

　殿

①～⑤が本殿回りを行い境内東側へ据えたのち⑥～⑧の順で本殿回りを行う

⑥　⑦　⑧

⑤ ④ ③ ② ①

社務所

楼
門

本

　殿

⑥が社務所北側へ据えたのち⑨～⑬の順で本殿回りを行う

⑨ ⑩ 　 ⑪ ⑫ ⑬

⑧　⑦

⑥
⑤ ④ ③ ② ①
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社務所

楼
門

本

　殿

⑬が本殿回りを開始(宮入り完了)後、⑥～⑧の順で宮を出る

⑩

⑬

⑫

⑪

⑤ ④ ③ ② ①

社務所

楼
門

本

　殿

⑧に続き、⑬～⑨の順で宮を出る

　 ⑧ 　 ⑦ ⑥

⑫ ⑪ ⑩⑬

⑨

⑧　⑦⑨

⑥

⑤ ④ ③ ② ①
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社務所

楼
門

本

　殿

⑨に続き、⑤～①の順で宮を出る

⑨⑩⑪⑫⑬① ② ③ ④ ⑤

全台一宮神社宮入り完了
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10／18

10／18

２輪車、除車、着車場所及び保管場所

大江浜かきくらべ（２輪）

除　　　車　 ………　大江浜ふれあい広場入口

着　　　車　 ………　大江浜ふれあい広場出口

保 管 場 所　 ………　大江浜西側住化東門内

一宮神社かきくらべ（２輪）

除　　　車　 ………　一宮神社大鳥居前

着　　　車　 ………　一宮神社前（平和通り）

保 管 場 所　 ………　新居浜港務局

　　　　　　　　　　ながやすクリニック
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（順不同）

令和７年度太鼓祭り協賛

株式会社　大 竹 組
特 定 建 設 業








